
 

平成 31 年 4 月 24 日 

生徒・保護者各位 

 

                                                              京都府立久御山高等学校 

                                                              生  徒  指  導  部 

 

「ゴールデンウィーク」における事故防止について 

 

 今年は、例年よりも４月下旬から５月上旬にかけて休日が多く、遠出をする機会が増えたり、解

放感から生活リズムが乱れたりすることが予測されます。安心・安全で有意義な休日を過ごすため

にも、以下のことに注意してください。保護者の方は、御家庭での確認をお願いします。 

 

１  交通安全について 

 （１）自転車を点検整備し、故障等が発見された場合は直ちに修理すること。自転車の運転につ 

   いては、傘差し運転・夜間無灯火走行・並列走行及び二人乗り・携帯（スマートフォン） 

    電話を使用しながらの運転・イヤホンで音楽を聴きながらの運転等、交通ルール・マナー 

    ・モラルを守ること。また、事故に遭った場合は、負傷していなくても相手の連絡先を聞 

    く等の対応を行い、家族や警察へ必ず連絡すること。 

 （２）自転車安全利用五則の周知徹底に努め、交通ルールを遵守し、路上への飛び出し、車の直 

   前・直後の横断や交差点での信号無視をしないよう、正しい歩行と横断をすること。 

 

 《自転車安全利用五則》 

  １ 自転車は車道が原則、歩道は例外 

    ２ 車道は左側を通行 

    ３ 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 

    ４ 安全ルールを守る ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止 

                          ・夜間はライトを点灯 

                          ・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認 

    ５ 子供はヘルメットを着用 

 

 （３）バイクの四ない運動（バイクに乗らない・乗せてもらわない・買わない・免許を取らない） 

   を遵守すること。 

 

２  野外活動等における事故防止について 

 （１）学校内外で発生する事件や事故等から自身を守るために、日常生活での安全確保に努め、 

  被害に遭わないようにすること。また、万一、事件・事故が発生した場合は、110 番通報を 

   するか近くの大人に助けを求めるとともに、学校へ連絡すること。 

 （２）川や池、海等の水辺でのレジャーについては十分に注意を払い、水難事故や転落事故等の 

  ないようにすること。ハイキングや登山等においては、安全な計画と行動に努めること。 

 （３）旅行や外出（泊）をする場合は、保護者の承諾を得て、連絡先を必ず家の人に伝えること。 



３  生活面について 

 （１）休業中といえども、リズムを崩さず、規則正しい生活が送れるようにすること。また、気 

    のゆるみから、頭髪の加工（染髪・パーマ・エクステンション）・ピアス等しないこと。 

 （２）甘い誘惑や怪しい行動をとる人物には十分注意し、危険を察知した時は声を出すなどして 

   助けを求めること。また、携帯サイトを利用した個人情報（ＳＮＳ等）の取り扱い・誘惑 

    等（サイバー犯罪）には気をつけ、安易な行動をとらないこと。 

 （３）深夜徘徊はせず、危険箇所への立ち入り・未成年者立ち入り禁止の遊技場等へは入場しな 

   いこと。 

 （４）酒・タバコ・大麻やその他の薬物には、絶対に手を出さないこと。万一誘惑があっても毅 

   然とした態度で拒否すること。 

 （５）在宅時・外出時での災害を想定し、避難経路や避難場所を常に確認するようにすること。 

    災害が発生した場合は、周囲の大人の指示に従う等、適切な避難行動がとれるようにする 

    こと。 

 ※２月から４月にかけて、学校付近や通学で利用している道路等で、不審者に関する情報が数件 

  寄せられています。外出時はできるだけ複数で行動したり、夜は早めの帰宅を心がけたりする 

  等、各自で被害に遭わないような対策を心がけてください。 

 

 ※通学圏の警察と連携（学警連携）を図っています。くれぐれも事件･事故に巻き込まれたりす 

  ることのないように注意してください。 

 

 

 

 何かあれば学校へ連絡を 

        久御山高等学校  TEL 0774-43-9611 

 ※休日・夜間は留守番電話となっております。用件と連絡先を録音してください。 

 

 

＜学校以外の相談機関＞ 

   
 

○京都府総合教育センター ふれあい・すこやかテレフォン（毎日２４時間対応） 

  075-612-3268･3301  0773-43-0390   

 ○京都府総合教育センター メール教育相談 

  http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/m/soudan.htm 

 ○ネットいじめ通報サイト（携帯電話・スマートフォンからも相談できます） 

  http://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/cms/?page_id=118 

 ○24時間子どもＳＯＳダイヤル 

  0120-0-78310（なやみ言おう） 
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